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別府市議会政策研究会に関する要綱  

 

制定 平成２８年３月３１日  

別府市議会告示第４号  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、別府市議会基本条例（平成２８年別府市条例第２３

号）第１４条第２項の規定に基づき、政策研究会（以下「研究会」とい

う。）に関して必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事項）  

第２条 研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。  

(1) 政策的条例案の策定に関すること。  

(2) 市長に対する政策提言に関すること。  

（組織等）  

第３条 研究会は、議員全員（議長及び副議長を除く｡）を会員として組織

し、その任期は、議員の任期とする。  

２ 研究会に会長及び副会長１人を置き、会員の互選により選出する。  

３ 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

５ 研究会に会長及び副会長のほか役員を置く。  

６ 各会派（１人会派を含む。）は所属する会員のうちから１人を推薦し、

当該推薦された会員を役員に充てるものとする。  

７ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の

残任期間とする。  

８ 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が選任されるまで

引き続きその職務を行うものとする。  

（研究会の会議）  

第４条 研究会の会議は、会員で構成する全体会議と会長、副会長及び役

員で構成する役員会議とする。  

（全体会議）  
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第５条 全体会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。  

２ 全体会議は、会員の３分の２以上が出席しなければ、これを開くこと

ができない。  

３ 全体会議は、この要綱に規定するもののほか、次に掲げる事項を決定

する。  

 (1) 政策課題の募集及び選定  

 (2) 研究会において策定する条例案等  

 (3) その他研究会の運営に関する重要な事項  

（役員会議）  

第６条 役員会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。  

２ 役員会議は、研究会の運営に関する事項を協議し、全体会議に付すべ

き事項を決定する。  

３ 役員会議は、必要に応じて各常任委員会に意見を求めることができる

とともに、各常任委員会委員長に対して役員会議への出席を要請するこ

とができる。  

（推進チーム）  

第７条 研究会は、第５条第３項第１号の規定により選定された政策課題

（以下「政策課題」という。）を具体的に調査研究するために、推進チー

ムを置くことができる。  

２ 推進チームは、８人以内の会員をもって組織し、その属する会員は、

政策課題ごとに役員会議に諮って決定する。  

３ 推進チームは政策課題に応じて、各常任委員会に意見を求めることが

できる。  

４ 推進チームに属する会員の任期は、政策課題の調査研究の終了時まで

とする。  

５ 推進チームは、政策課題の調査及び研究の経過並びにそれらの成果を

適時全体会議に報告しなければならない。  

（座長及び副座長）  

第８条 推進チームに座長及び副座長を置き、属する会員の互選により選

出する。  

２ 座長は、推進チームを代表し、その事務を総理する。  
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３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（推進チームの会議）  

第９条 推進チームの会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。  

２ 座長は、必要に応じて各常任委員会委員長に対して、推進チームの会

議への出席を要請することができる。  

（オブザーバー）  

第１０条  議長及び副議長は、全体会議、役員会議及び推進チームの会議

にオブザーバーとして参加することができる。  

（庶務）  

第１１条  研究会の庶務は、議事総務課において行うものとする。  

（補則）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項

は、会長が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  


